
（平成２２年３月２５日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 6 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 4 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 8 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 6 件

年金記録確認栃木地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



栃木国民年金 事案 681 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 43 年４月から 44 年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 38年 11月から 42年３月まで 

                          ② 昭和 43年４月から 44年３月まで 

    私は、結婚した昭和 39 年５月ごろに国民年金に加入し、申立期間の保険

料を妻が私の分と一緒に納付していたので、申立期間が未納とされている

ことに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②について、申立人は、その直前である昭和 42 年度の国民年金

保険料を、44 年 10 月 31 日に過年度納付したことが国民年金被保険者台帳

から確認でき、申立人から聴取したところ、社会保険事務所（当時）の職

員による戸別訪問を受けて納付したと証言していることから、申立期間で

ある 43 年度の保険料についても納付督励が行われたと考えるのが自然であ

る。 

また、申立期間は 12 か月と短期間であるとともに、申立人は、当該過年

度納付を行った昭和 44 年度以降、30 年以上にわたり国民年金保険料をす

べて納付している。 

 

  ２ 申立期間①について、申立人の保険料を納付していたとするその妻から

聴取しても、納付方法等に係る記憶は曖昧
あいまい

であるとともに、申立人自身は

保険料の納付に関与していないことから、保険料の納付状況が不明である。    

また、当該期間について、その妻も未納となっており、前出の証言内容

と併せて考えると、申立人夫婦が一緒に国民年金保険料の納付を始めたの

は、社会保険事務所の職員による戸別訪問を受けた昭和 44 年からであった



と考えられる。 

さらに、申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる関連資料（家

計簿、確定申告書等）は見当たらない。 

   

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち

昭和 43 年４月から 44 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 



栃木国民年金 事案 682 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 43 年４月から 44 年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39年５月から 42年３月まで 

                          ② 昭和 43年４月から 44年３月まで 

    老後の安心のために、Ａの修行中に国民年金に加入し納付していた。ま

た、昭和 39 年５月に結婚してからは、夫と共に保険料を納付していたの

で、申立期間が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②について、申立人は、その直前である昭和 42 年度の国民年

金保険料を、44 年 10 月 31 日に過年度納付したことが国民年金被保険者台

帳から確認でき、申立人から聴取したところ、社会保険事務所（当時）の

職員による戸別訪問を受けて納付したと証言していることから、申立期間

である 43 年度の保険料についても納付督励が行われたと考えるのが自然

である。 

また、申立期間は 12 か月と短期間であるとともに、申立人は、当該過

年度納付を行った昭和 44 年以降、30 年以上にわたり国民年金保険料をす

べて納付している。 

  

  ２ 申立期間①について、申立人は、夫の分と一緒に国民年金保険料を納付

していたと主張しているが、納付方法等に係る記憶は曖昧
あいまい

である。 

また、当該期間について、その夫も未納となっており、前出の証言内容

と併せて考えると、申立人夫婦が一緒に国民年金保険料の納付を始めたの

は、社会保険事務所職員の戸別訪問を受けた昭和 44 年からであったと考え

られる。     



さらに、申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる関連資料（家

計簿、確定申告書等）は見当たらない。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち

昭和 43 年４月から 44 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 

 



                      

  

栃木厚生年金 事案 741 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間①に係る標準報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月

額であったと認められることから、申立期間①の標準報酬月額を平成３年８

月及び同年９月は 22万円、同年 10月は 28万円とすることが必要である。 

申立人の申立期間②に係るＡ社における資格喪失日は平成４年６月１日で

あると認められることから、申立期間②に係る厚生年金保険被保険者資格の

喪失日に係る記録を訂正し、当該期間の標準報酬月額を 28 万円とすることが

必要である。 

申立人の申立期間③に係るＢ社における資格喪失日は平成４年 10 月 28 日

であると認められることから、申立期間③に係る厚生年金保険被保険者資格

の喪失日に係る記録を訂正し、同年７月から同年９月までの標準報酬月額を

24万円とすることが必要である。 

また、申立人は、申立期間③のうち平成４年 10 月及び同年 11 月の厚生年

金保険料を事業主により控除されていたことが認められることから、申立人

のＢ社における上記訂正後の資格喪失日に係る記録を４年 12 月１日に訂正し、

当該期間の標準報酬月額を 28万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る平成４年 10 月及び同年 11 月の厚生年金保

険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  ① 平成３年８月１日から同年 11月１日まで 

             ② 平成３年 11月 30日から４年６月１日まで 

             ③ 平成４年７月 31日から同年 12月１日まで 

    申立期間①について、標準報酬月額がさかのぼって減額訂正されていた。

給与は下がった記憶は無いので、正しい記録に訂正してほしい。また、申

立期間②及び③については、継続して勤務していたので、被保険者であっ

たことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①及び②については、雇用保険の記録から、申立人がＡ社に平

成４年５月 31日まで継続して勤務していたことが認められる。 



                      

  

    申立期間①について、オンライン記録によると、申立人のＡ社における

厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、平成３年８月及び同年９月は 22 万

円、同年 10 月は 28 万円と記録されていたが、同社が厚生年金保険の適用

事業所でなくなった４年６月１日以降の同年８月 25 日付けで､当該期間に

ついて、さかのぼって 11万円に引き下げられていることが確認できる。 

    また、申立人及び同僚は当該事業所において、申立人は、社会保険関係

の業務には携わってなかった旨の供述をしている。 

    これらを総合的に判断すると、係る処理を行う合理的理由は無く、標準

報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期

間①に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）に当初届け

出たとおり平成３年８月及び同年９月は 22 万円、同年 10月は 28 万円とす

ることが必要である。 

    申立期間②について、オンライン記録によると、Ａ社は、平成４年６月

１日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっているところ、同日後の同年

８月 25日付けで、申立人を含む 164人の従業員の厚生年金保険の被保険者

資格を３年 11月 30日に遡及
そきゅう

して喪失させている上、同年 10月１日付けの

定時決定の記録を取り消されていることが確認でき、かつ、当該処理前の

記録から、同年６月１日において当該事業所が適用事業所としての要件を

満たしていたと認められることから、当該事業所が適用事業所に該当しな

くなったとする処理を行う合理的理由は見当たらない。     

    これらを総合的に判断すると、申立人について、平成３年 11 月 30 日を

資格喪失日とした届出を行う合理的理由は無く、申立人の資格喪失日は、

雇用保険の記録における離職日の翌日である４年６月１日とすることが必

要であると認められる。また、申立人の３年 11 月から４年５月まで標準報

酬月額は、３年 10 月の社会保険事務所の記録から 28 万円とすることが必

要である。 

 

  ２ 申立期間③については、雇用保険の記録から、申立人がＢ社に平成４年

11月 30日まで継続して勤務していたことが認められる。 

    また、オンライン記録によると、Ｂ社は、平成４年７月 31 日に厚生年金

保険の適用事業所でなくなっているところ、その処理は同年 10 月 28 日に

行われているとともに、同日付けで、申立人を含む 134 人の従業員の厚生

年金保険の被保険者資格を同年７月 31 日に遡及
そきゅう

して喪失させている上、同

年 10 月１日付けの定時決定の記録を取り消されていることが確認できる。

しかし、当該処理前の記録から、同年７月 31 日において当該事業所が適用

事業所としての要件を満たしていたと認められることから、当該事業所が

適用事業所に該当しなくなったとする処理を行う合理的理由は見当たらな

い。 

    これらを総合的に判断すると、申立人について、社会保険事務所におい

て、上記資格の喪失処理を行う合理的な理由は無く、当該喪失処理に係る



                      

  

記録は有効なものとは認められず、申立人の資格喪失日は、当該事業所が

厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった処理をした日から判断して、

平成４年 10月 28日であると認められる。 

    なお、平成４年７月から同年９月までの期間に係る標準報酬月額は、事

業主が社会保険事務所に当初届け出た記録から、24 万円とすることが必要

である。 

    また、申立期間③のうち、平成４年 10月 28日から同年 12月１日までの

期間について、オンライン記録により、Ｂ社の厚生年金保険の適用事業所

に該当しなくなった日は、21 年６月 26 日付けで当初の４年７月 31 日から

同年 12 月１日へと訂正されていることが確認できるところ、前述のとおり

当初、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所ではなくなる処理が行われ

た同年 10 月 28 日から同年 11 月 30 日までの期間は、雇用保険の被保険者

記録によって申立人の継続勤務が確認できる上、申立人と同様に訂正処理

が行われていることが確認できる複数の同僚が所持している給与明細書に

おいて、同年 10 月及び同年 11 月の厚生年金保険料が控除されていること

から判断すると、申立人は、当該期間の厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたと認められる。 

    また、平成４年 10 月及び同年 11 月の標準報酬月額については、事業主

が社会保険事務所に当初届け出た同年 10 月の定時決定の記録から、28 万

円とすることが必要である。 

    なお、事業主が申立人に係る平成４年 10 月及び同年 11 月の保険料を納

付する義務を履行したか否かについては、Ｂ社が厚生年金保険の適用事業

所ではなくなる処理を同年 10 月 28 日に行っていることから、社会保険事

務所は申立人に係る保険料の納入告知を行っておらず（社会保険事務所が

納入の告知を行ったものの、その後に行われるべき保険料に充当した場合

又は保険料を還付した場合を含む）、事業主は当該期間に係る保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。



                      

  

栃木厚生年金 事案 742 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人のＡ社における資格取得日は昭和 29 年 12 月１日、資格喪失日は 30

年６月 13 日であると認められることから、申立期間①に係る厚生年金保険被

保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間に係る標準報酬月額については、7,000 円とすることが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 29年 12月１日から 30年６月 13日まで 

             ② 昭和 34年９月１日から 37年３月１日まで 

    申立期間①についてはＡ社、申立期間②についてはＢ社に正社員として

勤務していた。給与から厚生年金保険料が控除されていたと思うので、正

しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、Ａ社の厚生年金保険事業所別被保険者名簿において、

申立人と生年月日が３か月相違しているものの同姓同名の記録が発見され、

資格取得日は昭和 29 年 12 月１日、資格喪失日は 30 年６月 13 日と記載され

ていることが確認できる。 

また、元同僚から、「申立人と入れ替わりに、自分の妻が入社したのでよ

く覚えている。当時、女性社員はほかにいなかった。」との証言を得ている

上、申立人の勤務に関する記憶は鮮明であり、事業所名、事業所所在地、事

業主ほか役員の氏名及び勤務期間について、当該厚生年金保険事業所別被保

険者名簿と一致していることから、申立人が、当該期間においてＡ社に勤務

していたことが認められる。 

これらを総合的に判断すると、当該記録は申立人に係るものであると推認

でき、事業主は、申立人が昭和 29 年 12 月１日に厚生年金保険の被保険者資

格を取得し、30 年６月 13 日に被保険者資格を喪失した旨の届出を社会保険

事務所（当時）に行ったことが認められる。 



                      

  

また、申立期間①の標準報酬月額については、今回統合する申立人に係る

厚生年金保険事業所別被保険者名簿の記録から、7,000 円とすることが必要

である。 

申立期間②について、申立人の業務内容に関する具体的な記憶から、申立

人がＢ社に勤務していたことが推認できる。 

しかしながら、当該事業所は、厚生年金保険の適用事業所としての確認が

できない上、法務局における商業登記簿謄本の記録も見当たらない。 

また、申立人は、当時の同僚について、氏名のうち姓しか覚えていないこ

とから、同僚を特定することができず証言等を得ることができなかった。 

このほか、申立期間の申立人に係る厚生年金保険料の控除を確認できる関

連資料、周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が厚生年金保険の被保険者として当該期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 743 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人のＡ社Ｂ事業所における資格取得日は昭和 41 年８月１日、資格喪失

日は、44 年２月１日であると認められることから、申立期間に係る厚生年金

保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要であ

る。 

なお、申立期間に係る標準報酬月額については、昭和 41 年８月から 42 年

３月までは２万 4,000 円、同年４月から同年９月までは３万円、同年 10 月か

ら 43 年９月までは３万 3,000 円、同年 10 月から 44 年１月までは３万 6,000

円とすることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年８月１日から 44年２年１日まで 

    申立期間について、公共職業安定所の紹介で昭和 41年８月１日から正社

員としてＡ社Ｂ事業所に勤務し、厚生年金保険料も給与から控除されてい

たので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間について、Ａ社の健康保険厚生年金保険被保険者原票に、申立人

と同姓同名かつ同じ生年月日の者が当該事業所において、昭和 41 年８月１日

に被保険者資格を取得し、44 年２月１日に資格を喪失した記録が確認できる。 

また、元同僚から、「自分が入社した時は、申立人は指導する立場だっ

た。」との証言を得ている上、当該期間に係る申立人の勤務に関する記憶は

鮮明であり、事業所名、事業所所在地、事業所長氏名、同僚氏名及び勤務期

間について、健康保険厚生年金保険被保険者原票と一致していることから申

立人が、申立期間においてＡ社に勤務していたことが認められる。 

これらを総合的に判断すると、当該記録は申立人に係るものであると推認

でき、事業主は、申立人が昭和 41 年８月１日に厚生年金保険の被保険者資格

を取得し、44 年２月１日に被保険者資格を喪失した旨の届出を社会保険事務

所（当時）に行ったことが認められる。 



                      

  

なお、申立期間における標準報酬月額については、今回統合する申立人に

係る健康保険厚生年金保険被保険者原票の記録から、昭和 41 年８月から 42

年３月までは２万 4,000円、同年４月から同年９月までは３万円、同年 10月

から 43 年９月までは３万 3,000 円、同年 10 月から 44 年１月までは３万

6,000円とすることが必要である。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 744 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間のうち、平成 11 年５月１日から 13 年 10 月１日までの標

準報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月額であったことが認められるこ

とから、当該期間に係る標準報酬月額を 11 年５月から 12 年９月までは 41 万

円、同年 10月から 13年９月までは 44万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 11年５月１日から 17年４月１日まで 

ねんきん定期便を確認したところ、平成 11 年５月から 17 年３月までの

期間について標準報酬月額が低くなっていた。13 年４月以降に給与体系が

変わったと認識しているが、将来受け取る年金額が変わるとは思っていな

かった。給与明細書や源泉徴収票を提出するので、正しい記録に訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人のＡ社における厚生年金保険の標準報酬

月額は、当初、申立期間のうち、平成 11年５月から 12年９月までは 41万円、

同年 10月から 13年４月までは 44万円と記録されていたところ、同年５月９

日付けで、さかのぼって 11万 8,000円に減額訂正されており、申立人のほか

４人についても、申立人と同様に減額訂正されていることが確認できる。 

また、当該事業所の元代表取締役によると、「平成 13 年ごろに滞納してい

た厚生年金保険料を減らすため、標準報酬月額をさかのぼって減額訂正する

処理をした。」と証言している。 

さらに、申立人は、商業登記簿謄本により、役員でなかったことが確認で

きる上、元代表取締役は、「申立人は営業部長をしていたので、社会保険手

続の事務には関与していない。」と証言している。 

加えて、申立人の給与支給明細書、源泉徴収票、及び市町村から提供され

た課税証明書による社会保険料控除額からも、訂正前の標準報酬月額に見合

った厚生年金保険料が控除されていることが推認できる。 



                      

  

これらを総合的に判断すると、平成 13 年５月９日付けで行われた遡及
そきゅう

訂正

処理は事実に即したものとは考え難く、社会保険事務所（当時）が行った当

該遡及
そきゅう

訂正処理に合理的理由は無く、有効な記録訂正があったとは認められ

ない。このため、当該遡及
そきゅう

訂正処理の結果として記録されている、申立人の

11 年５月から 13 年９月までの期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保

険事務所に当初届け出たとおり、11 年５月から 12 年９月までは 41 万円、同

年 10月から 13年９月までは 44万円に訂正することが必要である。 

なお、当該遡及
そきゅう

訂正処理を行った日以降の最初の定時決定（平成 13 年 10

月１日）で 12 万 6,000 円と記録されているところ、当該処理については、

遡及
そきゅう

訂正処理との直接的な関係をうかがわせる事情が見当たらず、社会保険

事務所の処理が不合理であったとは言えない。 

また、申立期間のうち、平成 13年 10月から 17年３月までの期間に係る標

準報酬月額については、記録訂正された形跡は無い上、市町村から提供され

た課税証明書における給与収入額から、申立人の主張する標準報酬月額に相

当する給与が支給されていたと推認できるものの、当該証明書の社会保険料

控除額に見合う標準報酬月額はオンライン記録上の標準報酬月額にほぼ符合

することから、当該事業所では、報酬月額について、実際の給与の額よりも

低い額を社会保険事務所に届け出ていたものと認められる。  

このほか、申立人が当該期間において、その主張する標準報酬月額に相当

する厚生年金保険料が控除されていたことを確認できる関連資料等は見当た

らない。 

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間のうち、平成 13年 10月１日から 17年４月１日までの期間について、

申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



栃木国民年金 事案 683 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 59 年８月から平成元年７月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59年８月から平成元年７月まで 

    20 歳になった時、母が国民年金の加入手続を行い、以後、保険料を納付

してくれていた。母によれば、自分のほか、弟二人、妹一人の分も一緒に、

きちんと納付していたとのことであり、申立期間について未納とされてい

るのは納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親は、申立人が 20 歳になった時に申立人に係る国民年金加入

手続を行い、以後、保険料を納付してきたと主張しているが、オンライン記

録によると、申立人の国民年金手帳記号番号は平成３年９月に払い出されて

おり、この時点で申立期間は時効により納付できない期間であるとともに、

納付可能であった元年８月から３年３月までの保険料を過年度納付している

ことが確認できる。 

また、申立人の母親は、申立人のほか、弟二人及び妹一人の保険料を一緒

に納付していたと主張しているが、申立人の弟妹は、学生が強制加入となっ

た平成３年４月１日から加入し、同月から保険料を納付していることがオン

ライン記録から確認できることから、申立人の母親が申立人及びその弟妹の

保険料を納付し始めたのは、同年からであったと考えられる。 

さらに、申立人はこれまでに居住地の異動が無いことなどから、別の国民

年金手帳記号番号が払い出された可能性は考え難い。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。



栃木国民年金 事案 684 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成４年 11 月の国民年金保険料については、納付していたものと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年 11月 

    国民年金の手続は妻に任せており、保険料も夫婦二人分を一緒に納付し

ていたので、同じ記録になっているはずだが、申立期間については、自分

の記録は空白になっており、妻の加入記録は連続している。理由が不明で

あり、保険料はきちんと納付していたはずなので納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人の国民年金保険料を納付したとするその妻から聴取しても、当時の

記憶は曖昧
あいまい

であり、申立人自身は国民年金の手続に直接関与していないこと

から、加入状況及び納付状況が不明である。 

 また、申立人は平成４年 11 月 30 日に自らが経営していた事業所において

厚生年金保険の被保険者資格を喪失しており、本来、同日付けで国民年金の

被保険者資格を取得すべきところ、同年 12 月 16 日に資格取得しており、申

立期間は未加入とされている。当該資格得喪処理に係る経緯について、申立

人からの聴取内容、オンライン記録上の資格喪失処理年月日（５年１月５

日）及び市町村の国民年金被保険者名簿に記録された加入手続日（４年 12 月

24 日）等から推察すると、申立人は国民年金の加入手続を行った後に、さか

のぼって厚生年金保険の被保険者資格を喪失する届出を行ったと考えられ、

この結果、申立期間に係る保険料納付書は発行されなかったと考えられる。 

 さらに、申立期間について、その妻も当初は未加入と記録され、当該期間

が時効により納付できなくなった後の平成８年５月に、記録訂正され未納期

間となったことが確認できる。 

このほか、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことが確認でき

る関連資料、周辺事情は見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 745 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 31年１月１日から 35年 10月１日まで 

    昭和 30 年ごろから約５年間、Ａ社に住み込みで働いていたが、厚生年金

保険の加入記録を見ると、同年８月１日から 31 年１月１日までの５か月間

しか記録が無い。これ以降も継続して勤務していたので、被保険者として

認めてもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   元同僚の証言から、申立人が昭和 31 年１月１日に厚生年金保険の被保険者

資格を喪失した後も、Ａ社に継続して勤務していたことがうかがえるものの、

退職日を特定することができない。 

また、申立人から聴取しても、「給与は現金で渡されており、厚生年金保

険の保険料額は分からなかった。」としている上、Ａ社での勤務期間及び申

立期間における健康保険証の所持の有無等に関する記憶は不明瞭
りょう

である。 

さらに、Ａ社は、昭和 39 年８月に厚生年金保険の適用事業所でなくなって

おり、当時の事業主も既に死去していることから、当該事業所における厚生

年金保険の取扱状況について証言を得ることができない。 

加えて、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申立人

が名前を挙げた複数名の同僚について、加入記録が見当たらないことから、

当時のＡ社が、必ずしもすべての従業員を厚生年金保険に加入させていなか

ったことがうかがわれる。 

このほか、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

た事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



                      

  

栃木厚生年金 事案 746（事案 144の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 53年４月１日から 59年９月１日まで 

   社会保険事務所（当時）で厚生年金保険の加入期間の照会をしたところ、

Ａ社で働いていた期間が厚生年金保険未加入となっている。働いていたこ

とは間違いないので、当該期間について被保険者であったことを認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、Ａ社が当時、厚生年金保険の適用事業

所ではなかったこと、事業主（当時の事業主の息子）から、「当時は適用事

業所ではなかった。」と証言を得ていること、及び申立期間における保険料

控除が確認できる給与明細書、源泉徴収票等の資料が無いこと等から、既に

当委員会の決定に基づく平成 20年 11月 11 日付け年金記録の訂正は必要でな

いとする通知が行われている。 

   申立人は、当委員会の結論に納得がいかないと主張しているが、新たな資

料は提出しておらず、再聴取にあたり申立人が挙げた元同僚についても、連

絡先が不明であるため調査することができない。 

このほか、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこ

とから、申立人が申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことを認めることはできない。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 747 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険 

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 38年３月１日から 39年２月１日まで 

             ② 昭和 57年１月 29日から 58年８月 22日まで 

社会保険事務所（当時）で厚生年金保険の記録を確認したところ、申立

期間について加入記録が無いとのことであった。私は、Ａ事業所では技術

的な仕事をしており、また、Ｂ事業所ではＣ業務とＤ業務を任されていた

ので、申立期間が厚生年金保険の未加入期間とされていることに納得がい

かない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、同僚の証言から申立人がＡ事業所に勤務していたこ

とが推認できる。 

しかしながら、複数の同僚は、「申立人の名前を覚えているが、勤務期間

についてはわからない。」と証言しており、申立人の勤務期間を特定するこ

とができない。 

   また、当該事業所及び事業主の連絡先は不明であり、申立期間における厚

生年金保険の加入、保険料控除について確認することができない。 

   さらに、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票に申立人の

名前は無く、健康保険証の整理番号に欠番も無い。 

申立期間②について、同僚の証言から申立人がＢ事業所に勤務していたこ

とは推認できる。 

しかしながら、同僚は、「申立人の名前は覚えているが、勤務期間につい

てまではわからない。」と証言しており、申立人の勤務期間を特定すること

ができない。 

   また、当時の事業主は、｢正社員は、社会保険に加入させていたと思うが、



                      

  

Ｃ業務及びＤ業務の社員がすべて正社員であったかは当時の資料が一切無い

ため不明である。｣と回答している。 

   さらに、申立人から経理担当者として名前が挙がった同僚は既に死去して

いることから、申立期間における厚生年金保険の加入、保険料控除について

確認することができない。 

   加えて、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票に申立人の

名前は無く、健康保険証の整理番号に欠番も無い上、雇用保険の加入記録も

確認できない。 

このほか、申立人が申立期間①及び②において、厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていた事実を確認できる関連資料、周辺事情は見当

たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 748 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54年２月１日から同年４月１日まで 

   私は、昭和 53 年６月にＡ社に入社し、途中、社長が交代してＢ社という

会社に変わったが、継続して勤務していた。申立期間が厚生年金保険加入

期間となっていないが、この期間も勤務していたし、給料ももらっていた。

申立期間について厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社の事業主の証言及び雇用保険の加入記録から、申立期間当時、申立人

は当該事業所に勤務していたことが推認できる。  

 しかし、オンライン記録によると、当該事業所が厚生年金保険の適用事業

所となったのは昭和 54 年４月１日であることが確認できる上、申立人と同時

期に勤務していた同僚６人も厚生年金保険被保険者資格を取得したのは、い

ずれも当該事業所が厚生年金保険の適用事業所となった日である。  

 また、当該事業所の事業主は、申立期間について厚生年金保険料を給与か

ら控除していたかどうかは、社会保険労務士事務所に委託していたため不明

としている上、当該事業所から社会保険関係手続及び給与計算を委託されて

いた社会保険労務士事務所は、「申立期間当時は、社会保険の新規適用手続

にあたって、会社設立後２、３か月分の経理帳簿を添付する必要があり、調

査を受けてから適用になった。当該事業所の新規適用日を昭和 54 年４月１日

と届け出たので、加入手続前の同年２月分及び同年３月分の厚生年金保険料

は給与から控除していないと思う。」と回答している。     

 このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていた事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断



                      

  

すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 749 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 33年６月 10日から 34年６月 16日まで 

             ② 昭和 34年 12月 26日から 35年１月 19日まで 

私は、昭和 33 年６月 10 日から 34 年６月 16 日までＡ社Ｂ事業所、また、

34年 12月 26日から 35年１月 19日までＣ社に勤務した記憶があるので、

厚生年金保険の被保険者であったと認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人はＡ社Ｂ事業所に臨時工として勤務していた

と主張しているが、当時の同僚や人事担当者を覚えていないため、申立人の

勤務実態を推認することができない。 

また、当該事業所の事務担当者は、「当時の社員名簿の電子データを確認

したが、申立人の名前はなかった。また、臨時工は、昭和 35 年１月１日付け

の『現務員制度』ができてから社会保険に加入させていたので、申立期間当

時は社会保険に加入させていなかったと思う。」と証言している。 

   申立期間②について、申立人の具体的な記憶及び事業所から提出された準

社員名簿から、申立人がＣ社に勤務していたことは認められる。 

   しかしなから、当該事業所の事務担当者は、「申立人に係る資料は準社員

名簿しか残っていないので、社会保険手続、保険料控除については不明であ

る。」と証言している。 

また、申立人は、当時の同僚を覚えていないため、申立人の厚生年金保険

料控除等に関する証言を得ることができない。 

   さらに、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票に申立人の

名前は無く、健康保険証の整理番号に欠番も無い。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料を事業主に



                      

  

より給与から控除されていた事実を確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①及び②に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 750 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 54年９月から 55年３月まで 

             ② 昭和 55年４月から 56年８月まで 

    私は、昭和 54年９月から 55年３月までＡ社に、同年４月から 56年８月

までＢ社に勤務したが、この期間が厚生年金保険の加入期間となっていな

い。給与から厚生年金保険料が控除されていたと思うので、この期間を厚

生年金保険被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、事業主の証言から申立人がＡ社に勤務していたこと

は推認できる。 

しかしながら、事業主は、「申立期間当時の関係資料は無いが、厚生年金

保険の加入を希望する者は、社員、アルバイトに関係なく全員加入させてい

た。申立人の年金加入記録が無いのは、本人が加入を希望していなかったか

らだと思う。」と証言している。 

また、申立人は同僚について覚えておらず、当時の状況についての証言等

を得ることができない。 

さらに、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票に申立人の

名前は無く、健康保険証の整理番号に欠番は無い。 

加えて、オンライン記録によれば、申立期間は、国民年金に加入し国民年

金保険料の納付済期間となっている。 

申立期間②について、事業主等の証言及び申立期間の一部の雇用保険加入

記録から、申立人が申立期間にＢ社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、事業主は、「会社の倒産により申立期間当時の関係資料は

無く、当時の担当者も死亡しているため、申立人が厚生年金保険に加入して

いたかどうかはわからない。」と回答している上、当時の同僚も申立人の氏



                      

  

名に記憶は無いと証言している。 

また、申立人は、「申立期間中は、国民健康保険の被保険者証を使用して

いた。」と述べている。 

さらに、オンライン記録によれば、申立期間は、国民年金に加入し一部の

未納期間があるものの、国民年金保険料の納付済期間となっている。 

加えて、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票に申立人の

名前は無く、健康保険証の整理番号に欠番は無い。 

このほか、申立人が申立期間①及び②において、厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていた事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見

当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 


